
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図② 

重大事態以外の対応フロー図 
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事実確認の結果の 

報告義務（23条-2） 

①いじめの事実の有無の確認 

②いじめを受けた児童生徒への支援 

③いじめを行った児童生徒への指導 

④犯罪行為が疑われる場合は警察との連携 

重大事態発生時の対応フロー図 
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